
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  内職に係る税金                      

Ｑ：内職をした場合、どのような課税にな

りますか？                                        

                                              

Ａ：次のような課税になります。  

【解説】  

内職などの収入は、収入から必要経費を差

し引いた残りが事業所得又は雑所得となりま

す。  

ただし、次の①、②のいずれにも当てはま

る人については、パート勤務の人とのバラン

スを図るため、必要経費が65万円に満たない

場合は65万円(収入金額が限度になります)を

必要経費として差し引くことができることと

されています。  

 ①家内労働者、外交員、集金人、電力量計の

検針人又は特定の方に対して継続して労務

の提供をする人  

②事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得

の収入金額の合計が65万円に満たない人  

したがって、内職の収入が103万円以下で、

他に所得がないという人は、パート勤務の人

と同様に、所得税及び復興特別所得税はかか

らないこととなります。  

また、配偶者控除や配偶者特別控除の適用

についても、パートの人と同じ取扱いになっ

ていますので、内職などの収入が103万円以下

で他に所得がなければ、その者の配偶者は配

偶者控除を受けることができます。  
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